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計画策定の趣旨 

我が国の刑法犯の認知件数は平成 14（2002）年をピークに減少傾向が続いて

おり、再犯者の人員も漸減しておりますものの、検挙人員に占める再犯者の割

合（再犯者率）は 50％近くに及んでおり、引き続き再犯を防止することが重要

な課題となっております。 

このような中、 平成 28（2016）年 12月に「再犯の防止等の推進に関する法

律」（以下「法」という。）が施行され、地方公共団体は、再犯の防止等に関し、

国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定・実施 

する責務を有することや、国の再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推 

進計画を定めることが努力義務として明示されました。 

本市では、令和３（2021）年３月に策定した門真市再犯防止推進計画（令和

３（2021）年度～令和７（2025）年度）に基づき、再犯防止の取組を推進して

きたところであり、令和５（2023）年３月に策定された国の第二次再犯防止推

進計画（以下「国計画」という。）及び令和６（2024）年３月に策定された第

二次大阪府再犯防止推進計画（以下「府計画」という。）を踏まえ、犯罪をし

た人等の立ち直りをともに支え、再犯を防ぐことで、誰もが安全で安心して暮

らせるまちの実現を図るため、第２次門真市再犯防止推進計画（以下「本計画

」という。）を策定するものです。 

本計画では、６つの重点項目を定め、再犯の防止及び犯罪をした人等かを問 

わず、広く市民を対象に提供している各種サービス等で、犯罪抑止や再犯防止、

更生支援、更生保護につながる取組を記載しています。 
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計画の位置づけ 

本市のまちづくりの指針である第６次総合計画を上位計画とし、地域福祉計

画など他の関連計画との整合性を図って策定しています。 

 

計画の期間 

本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間

とします。 

 

 

 

  

更生支援 罪に問われた人等が円滑に社会復帰することができるようにするための

措置又は活動を言います。 

更生保護 犯罪や非行をした人たちを社会の中で適切に処遇することにより、その再

犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで、

社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。 

犯罪をした人等 本計画では法第２条第１項の「犯罪をした者等」に基づき「犯罪をした者又

は非行少年（非行のある少年をいう。）若しくは非行少年であった者」を指します。 

再犯の防止等 本計画では法２条第２項の「再犯の防止等」に基づき、「犯罪をした者等が

犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非

行少年となることを防ぐことを含む。）」を指します。 

更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん 

 ことば 
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刑法犯の認知件数は、平成８（1996）年から毎年戦後最多を更新して、平成 14

（2002）年には 285 万 3,739 件にまで達した後、平成 15（2003）年以降は減少

に転じ、平成 27（2015）年から令和３（2021）年までは戦後最少を更新してい

ましたが、令和４（2022）年は 20年ぶりに増加し、令和５（2023）年も引き続

き増加して 70万 3,351件（前年比 10万 2,020件（17.0％）増）でした。 

 平成 15（2003）年からの認知件数の減少は、刑法犯の７割近くを占める窃盗

の認知件数が大幅に減少し続けたことによるものです。 

 

 

 

 

  

全国における刑法犯認知件数・検挙人員・検挙率の推移 

 

犯罪の発生状況 
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刑法犯検挙者中の再犯者数は、平成 19（2007）年以降、毎年減少し続けてい

ましたが、令和５（2023）年以降、増加に転じています。一方、再犯者率は令和

２（2020）年の 49.1％をピークに毎年減少しています。 

 

 

１ 警察庁の統計による。 

２ 「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により

検挙されたことがあり、再び検挙された者をいう。 

３ 「再犯者率」は、刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。 
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府域の刑法犯における再犯者の割合は、令和２（2020）年の 51.4％をピーク

に減少傾向にあり、令和６（2024）年は 48.0％となっています。 

 

 

１ 警察庁の統計による。 

２ 「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検

挙されたことがあり、再び検挙された者をいう。 

３ 「再犯者率」は、刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府警察が検挙した刑法犯検挙人員中の再犯者人員・推移、 

再犯者率の推移（平成25（2013）年～令和６（2024）年） 
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令和５（2023）年における門真警察署管轄区域の再犯者の割合は、刑法犯及 

び覚醒剤取締法違反の占める割合が高く、刑法犯が 51.9％、覚醒剤取締法違反

が 92.9％となっています。 

 

 

１ 法務省矯正局提供による門真警察署データを基に作成 

２ 犯行時年齢が 20 歳以上のものを計上している。 

 

 

 

 

 

法や国計画、府計画、門真市第６次総合計画などの本市関連計画の内容を踏ま

え、目指すべき将来像を次のとおり設定します。 

 

○ 市民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせるまち 

 

○ 更生の意欲をもつ犯罪をした人等の立ち直りを支えるまち 

 

○ 生きづらさを抱える人たちが孤立しないよう支え合うまち 

 

○ 市民一人ひとりが互いを大切にし、違いを認め合う、人権や多様性を尊重

する意識が定着しているまち 

 

罪種別　検挙人員（少年を除く）

うち）女性 うち）女性 うち）女性

令和５年 刑法犯総数 268 64 129 44 139 20

うち）凶悪犯 7 1 2 0 5 1

うち）粗暴犯 51 5 24 3 27 2

うち）窃盗犯 139 55 75 39 64 16

うち）知能犯 17 1 6 1 11 0

うち）風俗犯 10 0 4 0 6 0

覚醒剤取締法 14 4 1 1 13 3

麻薬等取締法 0 0 0 0 0 0

大麻取締法 8 0 4 0 4 0

総数
初犯者・再犯者別

初犯者 再犯者

門真警察署犯罪統計（令和５（2023）年） 
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法や国計画、府計画に掲げる基本方針と重点課題及び本市の特性を踏まえ、

６つの重点項目を設定し、取組を進めます。 

 

重点項目⑴ 人権尊重のまちづくりの推進 

①人権に配慮した行政の推進  

②人権啓発推進事業の実施 

③犯罪被害者とその家族の人権についての啓発 

④人権相談事業の実施 

⑤女性サポートステーション運営事業（女性のため 

 の相談）の実施 

 

重点項目⑵ 就職に向けた支援等の充実 

①地域就労支援センター運営事業（就労相談）の実施 

②女性サポートステーション運営事業（就労相談・就

労セミナー）の実施 

③生活困窮者就労準備支援事業／就労支援等事業

（生活保護） の実施 

④協力雇用主、コレワークとの連携 

⑤非行少年の就職及び就労の定着 

 

重点項目⑶ 住居確保の支援  

①生活困窮者住居確保給付金の給付 

②生活困窮者自立支援事業（一時生活支援事業） の

実施 

③サービス付き高齢者住宅の情報提供 

④障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給決

定 

⑤住宅確保に関する情報提供 

⑥更生保護施設または矯正施設との連携 

 

重点項目⑷ 適切な保健医療・福祉サービスの利用 

促進 

①生活保護給付事業の実施 

②認知症の人への支援の実施 

③介護保険サービスの実施 

④養護老人ホームへの措置入所 

⑤自立支援医療（精神通院医療）制度の実施 

⑥障害者総合支援法に基づく自立支援給付 

⑦成年後見申立支援事業の実施 

⑧関係機関への計画の周知、情報共有 

⑨薬物依存・アルコール依存等に関する周知啓発 

⑩重層的支援体制整備事業の実施 

 

重点項目⑸ 学校等と連携した修学支援 

①子どもの健全育成事業の実施 

②子ども悩み相談サポートチーム 

③大阪府公立学校スクールカウンセラー配置事業の

実施 

④関係機関と学校との連携 

⑤関係機関と連携した青少年の健全育成等の取組 

 

重点項目⑹ 更生保護活動の促進及び周知啓発 

①更生保護団体への活動支援 

②社会を明るくする運動門真市実施委員会への活動

支援 

③再犯防止啓発月間の周知 

④市職員への理解促進 
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重点項目⑴ 人権尊重のまちづくりの推進 

【現状と取組の方向性】 

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見・差別意識が存在し、更生意欲

があっても地域社会の一員として円滑な社会生活を営むことが難しくなってい

ます。本人が強い更生意欲を持ち、家族、職場、地域社会が立ち直りについて理

解し支えることが、新たな犯罪被害者を生まないためにも重要です。また、犯罪

をした人等に限らず、一人ひとりが互いを大切にし、人権や多様性を尊重する意

識が定着することで、誰もが孤立することなく安心して暮らせるようになるこ

とから、人権擁護の取組を進めていきます。 

 

【具体的な市の取組】 

①人権に配慮した行政の推進【人権市民相談課】 

「人権」とは、誰もが生まれながらにして持っている、自分らしく幸せに生き

ていくための権利です。自分の意見を言う、教育を受ける、好きな仕事をする、

安心して幸せな人生を送るなど、いつでも、どこでも、誰でも、そして平等に保

障されるべきものが人権であり、日本国憲法において基本的人権の尊重は大き

く掲げられています。しかし、私たちの身の周りでは、偏見や固定観念、知識不

足による差別やいじめ、虐待等、様々な人権に関わる問題が起こっています。人

権が尊重される社会を築くためには、一人ひとりがそれぞれの個性を大切にし、

互いの違いを認め合いながら、他の人の権利と尊厳について深く理解するとと

もに、自分の権利を行使する時には責任が伴うことを自覚することが大切です。

行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に基づいた施策を実施していくと

ともに、人権尊重の重要性の理解を深め人権が尊重されるまちづくりを推進し

ていきます。 

 

②人権啓発推進事業の実施【人権市民相談課】 

人権尊重の意識の醸成に努め、全ての人が平和に暮らせる社会の実現を目指

し、人権啓発講座「ともに生きる」や 12月の人権週間に合わせた「ひと・愛・

コンサート」の実施、人権週間特集号の作成・配布を行います。また、門真市人

権協会及び門真地区人権擁護委員会が行う啓発事業等に対して補助金を交付し、

その取組を支援します。 

 

③犯罪被害者とその家族の人権についての啓発【人権市民相談課】 

犯罪等により被害を受けられた方やその家族の多くが、犯罪被害そのものだ

けでなく、被害に遭ったことによる精神的ショックや経済的負担、周囲の人たち
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からの無理解から責められたり、興味本位の質問や事実とは異なるうわさを流

されたりする二次的な被害にも苦しんでいます。犯罪被害者やその家族が再び

平穏に暮らせるよう見舞金の支給とともに、被害者支援の啓発に取り組みます。 

 

④人権相談事業の実施【人権市民相談課】 

人権課題を抱える市民に対し、事案に応じた適切な助言や情報提供を行い、課

題解決に向けたサポートを行います。 

 

⑤女性サポートステーション運営事業（女性のための相談）の実施 

 【人権市民相談課】 

生き方、子育て、介護、家庭・夫婦・その他人間関係など、女性が抱える様々

な悩みに対し、事案に応じた適切な助言や情報提供を行い、課題解決に向けたサ

ポートを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目⑵ 就職に向けた支援等の充実 

【現状と取組の方向性】 

令和５（2023）年における刑務所に再び入所した人のうち再犯時に無職であっ

た人の割合は 72.0％であり、仕事に就いていないことが再犯に結びつきやすい

ことから、安定した職を得てそこに定着できるよう、本人の意向や適性などを踏

まえたきめ細やかな就労支援に努めるとともに、各種相談窓口につながるよう

周知に取り組みます。 

 

【具体的な市の取組】 

①地域就労支援センター運営事業（就労相談）の実施【産業振興課】 

地域就労支援コーディネーターが障がい者、ひとり親家庭、中高年齢者など働

く意欲がありながら就職が困難な人に、雇用や就労につなげることを目的とし

たアドバイスや支援を行います。 

 
 ことば 

犯罪被害者とその家族の人権 国計画では、基本方針の中で「再犯の防止に関する施策は、生

命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされる、あるいは財産的被害を負わされるといった

被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦痛・不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在す

ることを十分に認識して行う」としています。犯罪被害者やその家族が再び平穏に暮らせるよ

う、被害者の声に耳を傾け、理解を深め、人権に配慮していくことが大切です。 
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②女性サポートステーション運営事業（就労相談・就労セミナー）の実施 

【人権市民相談課】 

求職中の女性に対し、仕事探しの方法や心構え、資格・技能取得講座、履歴書

の書き方や面接の受け方など就労に関する様々な相談についてアドバイスしま

す。また、社会の中でキャリアを積み上げるうえで何が大切かを考え、これから

のキャリアを次の展望へつなげるためのセミナーを行います。 

 

③生活困窮者就労準備支援事業【福祉政策課】／就労支援等事業（生活保護）の

実施【保護課】 

生活困窮者自立相談支援事業の対象者や働くことができる保護受給者のうち、

就労を希望しつつ自力の就職活動のみでは早期就職が難しいと思われる人に対

し、日常・社会的自立から就労までを一貫して支援します。 

 また、早期就職に向け、カウンセリング、ボランティア参加や中間的就労のサ

ポートから就職先のあっせんまでを含む、手厚い就労支援を行います。 

 就労支援事業者に対して、刑事司法関係機関との連携や犯罪をした人等の社

会復帰を支援することの必要性について説明した資料を配布するなど、理解促

進に資する情報提供を行い、事業者から支援員に対し、研修が実施されるよう要

請します。 

 

④協力雇用主、コレワークとの連携【人権市民相談課】 

協力雇用主やコレワーク（矯正就労支援情報センター）と連携し、パンフレッ

トの配架や市ホームページで周知するとともに、刑務所出所者等の雇用実績が

雇用主の社会的評価の向上につながる取組を門真地区保護司会と連携し、検討

します。 

 

⑤非行少年の就職及び就労の定着【学校教育課】【人権市民相談課】 

非行少年をはじめ、就職を希望する中学生に対し、就職ガイダンスを実施しま

す。 

 また、門真地区保護司会や大阪保護観察所、本市産業振興課等と協力し、本市

在住の保護観察対象少年等について、社会復帰につながる取組として就労機会

を提供します。 
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重点項目⑶ 住居確保の支援 

【現状と取組の方向性】 

令和６（2024）年における大阪府内の刑務所を出所した人のうち出所時に帰住

先がない人の割合は 23.8％となっています。また、令和５（2023）年における

全国の再入者のうち住所不定の割合は 19.5%となっています。適切な住居の確保

は、地域社会において安定した生活を送るための基本となることから、様々な事

情に配慮した住居確保支援に取り組みます。 

 

【具体的な市の取組】 

①生活困窮者住居確保給付金の給付【福祉政策課】拡充 

離職などで経済的に困窮し住居を失った人、または失うおそれが高い人に対

して安心して就職活動を行えるよう、一定期間の家賃補助を行うとともに、転居

費用を補助することにより家計の改善に向けた支援を行います。 

 

②生活困窮者自立支援事業（一時生活支援事業）の実施【福祉政策課】 

一時的に住居を失った生活困窮者に、大阪府・市町村ホームレス自立支援推進

協議会における一時生活支援事業シェルター協力施設（宿泊場所）を提供し、自

立に向けた支援を行います。 

  

協力雇用主  犯罪をした人等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人

等を雇用し、または雇用しようとする事業主のことです。（法第 14条） 

 ことば 

コレワーク（矯正就労支援情報センター）  法務省が所管する国の機関であり、受刑者や少年

院在院者の再犯防止を目的に、就労支援を専門的に行っています。 

コレワークでは、全国の受刑者や少年院在院者の資格、職歴、帰住予定地等の情報を一括管

理しており、事業主の雇用ニーズを聞いた上で、そのニーズに適合する人を収容する矯正施設

を紹介します。その他、採用手続に関する支援や、刑務所等で実施している職業訓練見学会等

の日程調整も行うほか、個別相談会、雇用セミナー等、事業主の疑問や不安に対する有益な情

報を提供する取組も行っています。 
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③サービス付き高齢者住宅の情報提供【高齢福祉課】 

民間企業が運営しているサービス付高齢者向け住宅について、市ホームペー

ジで情報提供を行います。 

 

④障害者総合支援法に基づく自立支援給付の支給決定【障がい福祉課】 

障害者総合支援法に基づく福祉サービスの支給決定を行い、障がいのある人

が地域で自立した生活を送ることができるよう支援します。 

 

⑤住宅確保に関する情報提供【都市政策課】 

保護観察対象者や関係機関等に対し、新たな住宅セーフティネット制度に関

する問合せ先や募集状況等について、市ホームページ等を通じて分かりやすい

情報提供に努めます。 

 

⑥更生保護施設または矯正施設との連携【保護課】拡充 

更生保護施設または矯正施設に入所する人のうち、門真市内に居所設定を希

望し、かつ福祉サービス等を必要とする人からの事前相談があれば、円滑に居所

設定及び福祉サービス等の支援を受けられるよう、必要に応じて各施設と連携

を図ります。 

 更生保護施設または矯正施設からの出所後に居所設定及び福祉サービス等の

利用にかかる相談があった場合は、関係機関との調整や、居住支援法人等の利用

にかかる情報提供を行い、円滑に福祉サービス等の支援が受けられるよう努め

ます。 
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 ことば 

 

サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定の確保等に関する法律の改正により創設さ

れた、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅

です。 

住宅セーフティネット制度 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（住宅セーフティネット法）」に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制

度が設けられています。大阪府では大阪府あんぜん・あんしん賃貸検索システムを構築し、高齢

者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯、刑事施設に収容されていた者等からの住まい

探しの相談に応じる不動産事業者（協力店）、これらの方の入居に積極的な一定の質を備えた民

間賃貸住宅等の情報を提供しています。 

 

更生保護施設 主に保護観察所からの委託を受けて、住居がなかったり、頼るべき人がいない等

の理由で直ちに自立することが難しい保護観察対象者等を受け入れて、宿泊場所や食事の提供を

するほか、社会復帰のための就職や生活相談等を行う施設です。 

矯正施設 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院、少年鑑別所の総称 

 刑 務 所：受刑者を収容し、矯正処遇を実施 

 少年刑務所：少年受刑者や 26歳未満の成人受刑者などを収容し、矯正処遇を実施 

 拘 置 所：被告人、被疑者など、主に刑の確定していない人を収容 

 少 年 院：家庭裁判所から保護処分として送致された少年等を収容し、矯正教育等を実施 

 少年鑑別所：主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容するとと

もに、審判等のため、専門的な知識により鑑別を実施 法務少年支援センターと

して、地域における非行・犯罪の防止に関する活動も実施 

  

保護観察所 犯罪をした人等に対し、社会の中で更生するように指導（指導監督）と支援（補導

援護）を行う機関で、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれています。 
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重点項目⑷ 適切な保健医療・福祉サービスの利用促進 

【現状と取組の方向性】 

高齢者の出所後２年以内に再び刑務所に入所する割合は、他の世代に比べて

高く、また、知的障がいのある受刑者については、一般に再犯に至るまでの期間

が短いことが明らかとなっており、適切な福祉の支援が重要となっています。犯

罪をした人等に限らず、全ての人が適切な福祉サービスを受け、孤立しないよう

市の関係各課や福祉に関わる各種団体等と情報共有・連携し、包括的に支援しま

す。 

 また、薬物事犯者については、犯罪をした人等であると同時に薬物依存症の患

者であり、治療が必要であるという認識が広がるよう啓発を行います。 

 

【具体的な市の取組】 

①生活保護給付事業の実施【保護課】 

生活に困窮するすべての市民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行

い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長します。 

 

②認知症の人への支援の実施【高齢福祉課】 

・認知症ケアパス：関係機関と連携し、認知症の進行状況に応じて、いつ、どこ

で、医療や介護などのサービスを利用することができるのかを標準的に著した

「認知症ケアパス」を活用し、支援を行います。 

 

・認知症初期集中支援チーム：医療・介護の専門職が家族の相談などにより認知

症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、必要な医療や介護の導入・

調整や、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポー

トをチームで行います。 

 

③介護保険サービスの実施【高齢福祉課】 

高齢者が住み慣れた地域で介護が必要になっても、自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることができるよう介護保険サービスを提供します。 

 

④養護老人ホームへの措置入所【高齢福祉課】 

 養護老人ホームへ措置を行うことで、居住の確保を行い経済的な不安がない

安定した日常生活が送れるように支援します。必要に応じて地域包括支援セン

ターや関係機関等と連携し、支援を行います。 
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⑤自立支援医療（精神通院医療）制度の実施【障がい福祉課】 

精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある症状の人に、通院のため

の医療費の自己負担の軽減を行います。 

 

⑥障害者総合支援法に基づく自立支援給付【障がい福祉課】 

障害者総合支援法に基づく福祉サービスの支給決定を行い、障がいのある人

が地域で自立した生活を送ることができるよう支援します。 

 

⑦成年後見申立支援事業の実施【高齢福祉課】【障がい福祉課】 

身寄りがない、または親族等による法定後見の申立が期待できない状況等の

理由で後見申立ができない人に対して、親族に代わって市長が家庭裁判所に申

立を行い、申立に必要な費用の一部または全部を市が負担するとともに、後見人

等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行います。 

 

⑧関係機関への計画の周知、情報共有【福祉政策課】 

門真市社会福祉協議会が実施する生活困窮者自立相談支援事業の支援調整会

議や、民生委員・児童委員等が出席する定例会等において本計画を周知するとと

もに、犯罪をした人等のうち保健医療・福祉サービスを必要とする人についての

課題を共有します。 

 

⑨薬物依存・アルコール依存等に関する周知・啓発【健康増進課】【教育総務課】 

規制薬物の乱用は、犯罪行為であると同時に、治療や支援が必要な精神症状で

す。薬物のほかにも、アルコール、性、ギャンブルなど、「依存」についての理

解が地域に広がるよう、府が作成した啓発物の配布に協力する他、市広報紙等に

より周知啓発を行います。 

 

⑩重層的支援体制整備事業の実施【福祉政策課】新規 

相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、複雑化・

複合化した課題の解決に向けて、関係機関間の役割分担を図りながら各支援機

関が円滑に連携できる体制を構築します。 
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重点項目⑸ 学校等と連携した修学支援 

【現状と取組の方向性】 

令和５（2023）年における非行少年の刑法犯検挙人員のうち再非行少年の割合

は 30.2％となっており、関係機関等の連携による非行防止の推進が重要です。

また、非行をした少年の継続した学びや、進学・復学のための支援等が非行の未

然防止はもとより、非行や犯罪に陥った少年が立ち直り、地域社会の一員として

社会復帰できることから、家庭、学校、地域が密接に連携協力し、児童、生徒が

安心して修学し、安全にのびのびと成長できる環境を整えます。  

 

【具体的な市の取組】 

①子どもの健全育成事業の実施【保護課】 

教育や児童福祉等に関する専門知識を有する「子ども育成相談員」が、被保護

世帯及び生活困窮世帯のうち、18 歳未満の子どもやその親等を対象に、健全な

日常生活習慣を身につけるための支援や子どもの進学に関する支援、引きこも

りや不登校の子どもの自立に向けての支援、高校進学者の中退防止に関する支

援などを行い、被保護世帯等の子どもが健全に育成される環境を整備します。 

 

②子ども悩み相談サポートチーム【学校教育課】 

児童・生徒やその保護者等からの悩みの相談に応じるとともに、学校と連携し、

ケース会議等の実施及び専門的な助言をすることで、より迅速かつ適切な対応

につなげ、いじめ、不登校、暴力行為等の問題行動の課題解決を図ります。 

 

③大阪府公立学校スクールカウンセラー配置事業の実施【学校教育課】拡充 

スクールカウンセラーを１日６時間、各小・中学校に配置し、児童・生徒、保

護者、教職員への個別の面接を行うほか、課題解決に向けてケース会議への参加

や教職員研修の実施、児童・生徒への心理教育等を行います。 

 

④関係機関と学校との連携【学校教育課】 

非行少年等に対して、学校と門真警察署生活安全課少年係、枚方少年サポート

センター、保護司、保護観察所、少年鑑別所（法務少年支援センター）等が緊密

に連携して立ち直りを支援します。 

 

⑤関係機関と連携した青少年の健全育成等の取組【生涯学習課】新規 

青少年の保護及び健全な育成を図るため、門真市青少年指導員による青少年

の問題行為等に対する街頭指導や地域の啓発活動などの取組を進めます。 
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重点項目⑹ 更生保護活動の促進及び周知啓発 

【現状と取組の方向性】 

地域において、更生保護活動は、民間協力者の保護司をはじめとした更生保護

ボランティアと呼ばれる人たちや就労支援を行う協力雇用主など、関係機関や

団体の理解と協力による幅広い連携によって推進されています。民間協力者の

活動支援を行うとともに、関係機関等や関係各課が横断的に連携できる体制を

整え、更生保護活動の促進及び周知啓発に関する取組を行います。 

 

【具体的な市の取組】 

①更生保護団体への活動支援【人権市民相談課】拡充 

更生保護の活動拠点となる更生保護サポートセンターの運営に対し、公共施

設の場を提供するとともに、保護司の安全確保や保護司活動に伴う保護司とそ

の家族の負担軽減を図るため、自宅以外で身近に保護観察対象者と面談ができ

る場所の確保に向け、支援します。 

 また、要請に応じ、民間協力団体が実施する研修への職員派遣等の協力や、市

広報紙・ホームページによる更生保護に関する情報の周知等を行います。 

 

②社会を明るくする運動門真市実施委員会への活動支援【人権市民相談課】 

少年の非行防止や更生の援助を図るため、「社会を明るくする運動」門真市実

施委員会が行う街頭キャンペーンや啓発ポスター等の掲示、小・中学生を対象と

した作文コンテストの実施などの周知啓発事業に対して補助金を交付します。 

 

 ことば 

法務少年支援センター 少年鑑別所は、法務少年支援センターという名称で、非行・犯罪問題の

専門機関として本人やその家族，機関等からの依頼に応じ、心理相談のほか、面接や各種心理検

査等の結果を踏まえた助言、研修や講演等を行っています。例えば、問題行動のある生徒への関

わり方に悩む学校の先生や保護者からの依頼を受け、問題行動等のメカニズム分析のほか、今後

の本人の関わり方についての助言や、ワークブック等を用いた心理教育，生徒全般を対象とした

法教育授業等も行っています。 

名称に「少年」とありますが、少年の問題に限らず成人についても相談可能で、刑事司法関係

機関をはじめ、保健医療・福祉関係機関や地方自治体等、他機関と連携した支援も行っています。 
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③再犯防止啓発月間の周知【人権市民相談課】 

市広報紙・ホームページ等により、７月の再犯防止啓発月間について広報活動

を実施します。 

 

④市職員への理解促進【人事課】【人権市民相談課】 

市職員研修において、更生保護ボランティア（保護司、更生保護女性会、BBS

会、協力雇用主会等）や少年警察ボランティア（少年補導員、少年指導委員、少

年警察協助員等）の活動についてのチラシ等を配付するなど、理解の促進に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ことば 

更生保護女性会 地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の

健全な育成を助け、犯罪をした人等の改善更生に協力することを目的とするボランティア団体

で、会の趣旨に賛同する女性であれば誰でも参加できます。 

BBS会 様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分

自身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援したりするとともに、犯罪や非行のない

地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。 

少年警察ボランティア 警察から委嘱され、少年非行防止及び少年の保護を図るための活動を

行います。警察と協力して街頭補導活動や相談活動等の諸活動を推進しています。 

保護司 法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。保護観察官と協力して犯罪をし

た人等に対して更生を図るための約束事を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援

助などを行いその立ち直りを支えます。また、生活環境調整や犯罪予防活動も行います。 
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再犯防止の推進にあたっては、国、府、関係機関・団体と連携・協力しなが

ら、再犯防止の施策を推進していきます。 

庁内連携・推進体制 

再犯の防止等に関し、地域の実情に応じた計画を策定・実施するため、門真

市再犯防止推進検討委員会を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関等との連携体制 

犯罪や非行をした人の立ち直りの援助及び再犯予防のための取組等を適切に

進めるため、本計画に基づき、市や関係機関等で構成する門真市再犯防止推進

連絡会議を設置し、定期的に情報や課題の共有を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の策定にあたっては、門真市再犯防止推進検討委員会設置要綱第６条

に基づき、門真市再犯防止推進連絡会議の各委員から参考意見をいただきまし

た。 

門真市再犯防止推進検討委員会の構成 

委 員 長    人権市民相談課長 

副委員長    福祉政策課長 

委   員    総務課長、人事課長、産業振興課長、生涯学習課長、健康増進課長、 

           保護課長、 障がい福祉課長、高齢福祉課長、都市政策課長、 

           教育委員会事務局学校教育課長 

門真市再犯防止推進連絡会議の構成 
委 員 長   門真市市民文化部次長 

副委員長   門真市人権市民相談課長 

委   員   近畿矯正管区、大阪保護観察所、門真公共職業安定所、門真警察署、 

守口保健所、門真市社会福祉協議会、門真地区保護司会 
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参考資料⑷ 
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参考資料⑸ 
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